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かんきょうしょうやくしましぜんほごかんじむしょ やくしませかいいさん

★ウミガメシーズン到来★

今年もウミガメの産卵シーズンとなりました。
永田浜と栗生浜ではウミガメ観察ルールが定められています。
ウミガメ保護のため、ご理解・ご協力をお願いします。

●夜（20:00～翌朝5:00）の永田浜への立入りはご遠慮願

います。

対象期間：５月１日～９月３０日

※令和３年度の永田浜ウミガメ観察会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

永田浜ウミガメ観察ルール

●観察のルール
①観察時間は23時まで。

②栗生浜周辺の県道に路上駐車しない。

③車のライトはロービーム、海に向かって点灯しない。

④身分証を着用した監視員やサポーターの指示に従い、

勝手に砂浜に入らない。

⑤監視員から観察に係る注意の説明を受ける。

⑥監視員の誘導なしには、堤防や漁港に立ち入らない。

⑦酒類を持ち込まない。

⑧喫煙をしない。

⑨砂浜でむやみに歩き回ったり、光を点けたり、騒いだり

せず静かにする。

⑩ビデオ撮影や写真撮影は行わない。

●全日適用ルール
①浜で焚き火・花火・キャンプをしない。

②砂を持ち帰らない。

③ごみを持ち帰る。

④ウミガメに触らない。

栗生浜ウミガメ保護・観察ルール

●ウミガメ保護柵内には立入らない

●焚き火をしない

●キャンプをしない

●砂を採らない

ウミガメの産卵巣の多い区域に子ガメ保護のための柵を設置して

います。地中の卵や子ガメを踏みつける可能性があるため柵内に

は入らないでください。

砂浜のいたる所に卵が埋まっています。地中の卵や子ガメが焼け死

んだり、光に向かう習性の子ガメが焚き火に飛び込んでしまいます。

キャンプ中のあかりは上陸するウミガメや帰海中の子ガメに影響を

与えます。※永田浜でテントを張る行為は自然公園法で禁止さ

れています。

ウミガメの産卵ふ化場所である砂浜の減少につながります。※永田

浜で土石（砂）を採取する行為は自然公園法で禁止されています。

着任のごあいさつ

ウミガメ保護利用
専門部会HP

４月から屋久島自然保護官事務所に着任した、市川惇史と申します。
屋久島のことをよく知り、自然の魅力を味わいたいと思います。
少しづつ勉強して参りますので、よろしくお願いします！

調査期間：2020年5月25日～7月28日21:00から2:00まで
（7月2日24：00～と7月4日22：30～荒天のため途中中止）

上陸回数：1029回（アカウミガメ992回、アオウミガメ37回）
産卵回数：429回（アカウミガメ418回、アオウミガメ11回）
産卵率（＝産卵回数／上陸回数）：42％
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令和２年度環境省業務で のウミガメ上陸産卵調査を実施しました！

オオキンケイギクは特定外来生物です。外来種情報

毎年5月頃に島内各地で黄色の美しい花を咲かせます。栽培や移動等が法律で禁止されている植物です。

繁殖力が高いため、山間部の道路や海岸、河川域などへ広げないよう、ご理解とご協力お願いいたします。

自然保護官（係員）

市川 惇史（いちかわ あつし）




